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財政支援
地域づくり人材の雇用 ⇒ 所得の安定・社会保障の確保
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特定地域づくり事業協同組合制度

PR動画は
こちら→

国費 １/４

特別交付税 
1/8

実質的な
地方負担 1/8

○ 地域人口の急減に直面している地域において、特定地域づくり事業協同組合が域内外の若者等を雇用し、就業の機会を
提供すること等により、地域づくり人材を育成するとともに地域社会の維持・地域経済の活性化を図る。

…
助成対象経費の上限額（R8引き上げ）
・派遣職員人件費 400万円→450万円/人・年
・事務局運営費  600万円→670万円/年

※このほか、設立支援に対する特別交付税措置あり 措置率１/２
（対象経費上限額R８引き上げ 300万円/組合→390万円/組合)

 R8当初予算額案 6.2億円
（R7当初予算額  5.6億円）

※内閣府予算計上

●地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出、地域の担い手を確保
●対象は、人口規模や密度等に照らし、人材確保に特に支援が必要な地区として知事が判断
●事業協同組合の申請に基づき、都道府県知事が認定（10年更新制）
●令和７年３月に改正法が成立し、組合員以外への派遣について利用規制を緩和

（員内利用の20％まで → 関係市町村等への派遣に限り、員外利用規制の上限を員内利用の50％まで緩和）
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業 種
派遣先組合員数

（事業者数）
（R8.4現在）

派遣職員数
（R7年度 延べ人数）

組合認定市町村名

農業、造園業 等８者４名R4.5
上越市

（清里区）

酒造業、建設業（除雪）、道の
駅、旅館、飲食製造業、農業
等

７者３名R4.11阿賀町

建設業（除雪）、地域づくり団
体、林業、農業、旅館、福祉、
不動産 等

１９者１０名R5.5十日町市

地域づくり団体、建設業（除
雪）、飲食、農業、林業、観光
業、不動産業、酒造業 等

１２者１１名R5.5妙高市

観光業、宿泊業、製造業、飲食
業 等

１１者８名R6.7佐渡市

農業、食料品製造業、飲食料品
小売業、レストラン、自動車整
備業 等

１５者０名R7.11村上市

県内における組合の認定状況（令和７年度交付決定ベース）
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